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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空糸フィルタモジュールの筐体端を鋳造形成するための遠心機台であり、遠心軸の周
りに回転可能である遠心機台において、前記遠心機台は、遠心軸を中心として回転するよ
うに構成された台座と、少なくとも２つの軸受け部材を含み、この軸受け部材は、鋳造形
成が行われる中空糸フィルタモジュールの筐体を保持するために前記遠心軸に対して直径
方向に配置されるものであり、さらに、前記軸受け部材は各々、前記遠心軸に平行な軸受
け軸の周りで前記台座に対して回転可能な状態で前記台座に保持され、
　各軸受け部材は、複数の異なる形状の受け部構造を含む軸受け頭部を含み、前記受け部
構造は、それぞれ異なる筐体を受け入れるように構成され、
　前記軸受け部材をそれぞれ前記軸受け軸の周りで回転させることにより、前記異なる形
状の受け部構造を互いに対して配置して、それぞれ異なる種類の筐体を受け入れることが
できることを特徴とした遠心機台。
【請求項２】
　少なくとも２つの前記軸受け部材のうち少なくとも１つの前記軸受け部材は、各々対応
する軸受け軸に対する角度位置をスナップ位置決めにより固定することが可能な方法で保
持されることを特徴とする請求項１に記載の遠心機台。
【請求項３】
　前記軸受け部材は各々軸受け軸ピンを有し、これにより、前記軸受け部材は、前記台座
上に配置されることを特徴とする請求項１または２に記載の遠心機台。
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【請求項４】
　前記軸受け部材は各々軸受け頭部を有し、前記軸受け頭部は各々、対応する数の外壁を
有し、前記外壁は、それぞれ前記軸受け軸に対して接平面を形成していることを特徴とす
る請求項１から請求項３のいずれかに記載の遠心機台。
【請求項５】
　前記軸受け頭部は、対応する軸受け軸を横切る面の断面が、四角形、六角形、或いは八
角形であることを特徴とする請求項４に記載の遠心機台。
【請求項６】
　前記軸受け頭部は、違った種類の筐体を受容するため、軸受け軸の周りを回転すること
により、複数の異なる形状の受け部構造から一つ選択して適用するように設計されている
ことを特徴とする請求項１に記載の遠心機台。
【請求項７】
　前記受け部構造は、直径方向に沿って、対応する軸受け軸に対して互いに反対側に位置
し、かつ、あらかじめ決められた寸法を有する筐体を受容するように形成されることを特
徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の遠心機台。
【請求項８】
　少なくとも一つの前記軸受け部材は、空気圧式、電気式、または油圧式の動力にて駆動
されることにより、その軸受け軸に対して回転可能であることを特徴とする請求項１から
請求項７のいずれかに記載の遠心機台。
【請求項９】
　いくつかの軸受け部材は、それぞれが動作可能に連携した状態で駆動されることを特徴
とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の遠心機台。
【請求項１０】
　４個、６個、または８個の軸受け部材を有することを特徴とする請求項１から請求項９
のいずれかに記載の遠心機台。
【請求項１１】
　前記複数の異なる形状の受け部構造が、前記台座から離れるように形成された前記軸受
け頭部に配置されていることを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれかに記載の遠
心機台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中空糸フィルタモジュールの筐体端を鋳造形成するための汎用的な遠心機台
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術による中空糸モジュールの製造において、中空糸からなる中空糸モジュールは
、ある程度の長さを持つ細長い中空の円筒状筐体に長手方向に沿って格納され、その筐体
の両端は鋳造材料により鋳造形成されるという製造方法が知られている。筐体の両端を、
遠心力を使用することにより、同時に鋳造形成する方法も知られている。向心力をかける
ことにより、鋳造材料は筐体の両端に集積する。これを実現するために、糸束をその内部
に格納した中空糸フィルタモジュールの筐体とそれに装着した鋳造キャップを遠心機台に
搭載する。搭載はフィルタ筐体の長手方向が中央の位置になるように、かつ遠心軸に対し
て垂直になるようにする。さらに、２つのフィルタ筐体を９０度ずらして上下に重ねた状
態で遠心機台に搭載して鋳造を行う方法が知られている。少なくとも１つのフィルタ筐体
の上方に分配器が設置される。これにより、鋳造材料が筐体の両端に運ばれ、鋳造形成に
使用される。鋳造形成工程の間、遠心機台は回転される。これにより、鋳造材料は遠心力
によって筐体の両端に移動し、よって両端を同時に鋳造形成することができる。
【０００３】
　違うタイプの複数のフィルタ筐体を遠心機台に固定したい場合がある。例えば、異なる
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形状や寸法を有する複数のフィルタ筐体を一つの遠心機台に固定して、それらの両端を鋳
造形成したい場合がある。この場合、この複数のフィルタ筐体を、外れ防止機能付き固定
具を使用するなどして、しっかりと保持することが望ましい。各々の筐体専用に形成され
た保持具を使用することによって、このような要求を達成することができる。現状では、
このような筐体保持部は交換部品として設計され、鋳造形成を行おうとする筐体ごとに取
り替える必要がある。これは、中空糸フィルタモジュール製造における自動化、さらに言
えば、中空糸フィルタモジュール筐体の鋳造形成における自動化を妨げるものであり、従
来技術の欠点である。
【０００４】
　製造の自動化のためには、さらに言えば、製造の完全自動化のためには、上記のような
保持具の代わりに、筐体毎に交換する必要がなく、可能な限り簡単な方法で各筐体に対応
して保持する保持具を実現する必要がある。このような調整機能付き筐体保持具を有する
遠心機台について、上記の目的を可能にすると思われる２つの異なる方法が知られている
。一つめの方法においては、回転台に異なる保持具が垂直方向に備えられる。しかし、こ
のやり方では、遠心機台の高さが高くなってしまい、製造品の交換の自動化には高度な技
術的作業を要する。もう一つの方法において、旋回リングを有する遠心機台が知られてい
る。これは、複数の異なる保持具が、遠心機台上に、中央位置に、かつ水平に取り付けら
れている。しかし、この構想においては、上記の遠心機台では、上記遠心機において、機
材変更の自動化のための十分なスペースを提供することができない。すなわち、既知の装
置においては、上記の寸法、機材変更の自動化、機材の調整の自動化に対する要請に対し
て、極めて低いレベルでしか満たしていない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、上記の従来技術を基とするものであり、上記の従来技術の欠点を取り除くこ
とを目的とするものである。特に本発明は、できる限り同じ長さを有する複数の異なるタ
イプのフィルタ筐体（Ｄｉａｃａｐ　ｐｒｏ　１３，１６及び１９）に関して、好ましく
は、そのセッティングの完全自動化のための、小型で簡単な構造を有し、かつ取扱いが易
しい汎用的な遠心機台を提供するものである。この構成において、既存の星形分配器（こ
れを介して鋳造材料が鋳造形成を行おうとする筐体に供給される）が、一定の高さに配置
される固定具と組合わせて使用可能であると考えられる。
【０００６】
　本発明によると、上記の目的は、中空糸フィルタモジュールの筐体端を鋳造形成するた
めの遠心機台であり、遠心軸の周りに回転可能である遠心機台により達成することが可能
である。上記遠心機台は少なくとも２つの軸受け部材を含み、この軸受け部材は、鋳造形
成が行われる中空糸フィルタモジュールの筐体を保持（把持、固定、受容）するために上
記遠心軸に対して直径方向に配置されるものである。さらに、上記軸受け部材は各々、上
記遠心軸に平行な軸受け軸の周りに回転可能な状態で上記遠心機台に保持される。上記軸
受け部材の回転軸は中心に向かって傾いていてもよい。これにより、使用される受け部の
位置を高くすることができる。
【０００７】
　既知の遠心機台の部材、例えば、保持ピン、星形分配器、及び軸方向筐体締めづけ手段
を本発明の範囲内にて広く使用することができる。これは、本発明において特に有利な点
である。これにより、既存製品を利用しながらも本発明の利益を得ることができる。本発
明によると、交換可能な筐体保持器を備えた架台の代わりに、回転可能な軸受け部材を配
置または形成する。具体的には、これらの軸受け部材は回転板として形成することができ
る。上記の軸受け部材を回転可能に配置することにより、軸受け部材は各々に対して、か
つ遠心機台に対して簡単に位置決めすることができる。そうすることより、上記軸受け部
材の扱いやすさが阻害されることはない。これにより、汎用の遠心機台上に、異なった形
状の筐体を受容して、それらの鋳造工程を行うことができる。さらに、軸受け部材の位置
合わせを行うことにより、遠心機台を異なる筐体に容易に適応させることができる。
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【０００８】
　上記軸受け部材の位置合わせは、装填作業の前に、上方からの自動処理により行うこと
が好ましい。或いは、上記軸受け部材の位置合わせは手作業で、或いは下方から行っても
良い。上記軸受け部材を異なる筐体に適応させるためには、上記軸受け部材を各々の回転
軸の周りに旋回または回転させれば良く、簡単に行うことができる。これにより、上記軸
受け部材は異なる受け位置に位置決め、または位置合わせすることができる。この構成に
おいて、各受け位置は、特定の型の筐体を受容することができるように適応設計される。
上記軸受け部材の位置合わせに必要な情報は、装置制御システムにより供給、制御するこ
とができる。上記軸受け部材の位置決めは、目視、または装置にて検出することができる
。
【０００９】
　本発明の有利な実施例は、従属請求項により請求され、かつ以下により詳細に説明され
る。
【００１０】
　本発明のある態様において、少なくとも１つの上記軸受け部材は、各々、対応する軸受
け軸に対する角度位置をスナップ位置決めにより固定することが可能な方法で保持される
。これを実現するために、軸受け部材は、位置決めのための歯止め手段または、ロック部
を備えても良く、あるいは、直接的または間接的にそのような歯止め手段または、ロック
部と連携して動作するようにしても良い。これにより、軸受け部が特定の筐体を受容して
保持するように、軸受け部の各位置を高い信頼性と再現性をもって調整、選択することが
でき、これは、とりわけ本発明の有利な点である。
【００１１】
　本発明のある態様において、上記軸受け部材は各々、軸受け軸ピンまたは軸受け軸ボル
トにより、遠心軸の周りに回転可能な台座上に配置されることを特徴とする。上記台座は
、例えば、板状、円盤状等、任意の形状で形成してもよい。軸受け軸ボルトを採用した場
合、アキシャル軸受け、ラジアル軸受け、滑り軸受けなど、既存の軸受け手段を利用する
ことが可能となる。さらに、本発明は、異なる長さを有する複数の軸受け軸ピンまたは軸
受け軸ボルトを台座に配置でき、これも有利な点である。これにより、複数の筐体を、遠
心軸方向に沿って上下に配置して、一つの遠心機台に受容することが可能となる。
【００１２】
　本発明のある態様において、上記軸受け部材は各々軸受け頭部を有し、上記軸受け頭部
は、上記対応する軸受け部材の軸受け軸を横切る面の断面が、四角形、六角形、或いは八
角形であり、好ましくは、正方形、正六角形、正八角形であり、さらに、上記軸受け頭部
は各々、対応する数の外壁を有し、上記外壁は、それぞれ上記軸受け軸に対して接平面と
なるように形成される。なお、当然ではあるが、上記軸受け頭部の断面は、円形という選
択肢もありうる。上記軸受け部材を対応する回転軸の周りに回転させることにより、その
軸受け部材について、各々異なる外壁部の相対的な位置を変更することができる。
【００１３】
　本発明のさらなる態様において、上記軸受け頭部は、違った種類の筐体を受容するため
、複数の違った形状（に形成された）の受け部構造（刻み、凹部）を有し、好ましくは、
この受け部構造は、その側部が台座から離れるように形成される。さらに、上記受け部構
造は、各々、筐体のうち対応する一つの筐体を、さらに言えば、各々形状の異なる筐体を
受容するように形成される。これは、搭載される各軸受け頭部が複数の異なる筐体保持部
を有する、と表現することもできる。上記の軸受け部材を対応する回転軸の周りに回転さ
せることにより、その軸受け部材について、異なる受け部構造の相対的な位置を変更する
ことができる。
【００１４】
　軸受け軸に対して直径方向に反対側に位置する受け部構造の両方がある一つの特定の形
状の筐体を受容するために形成されている場合、筐体は、遠心機の回転軸の両端で確実に
かつ安定に保持されるので極めて有用である。
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【００１５】
　少なくとも一つの上記軸受け部材は、好ましくは、空気圧式、電気式、または油圧式の
動力にて駆動されることにより、その軸受け軸に対して回転可能であってもよい。本発明
によると、軸受け部材の駆動は、具体的には、空気圧式、電気式、または油圧式の動力に
て行われる。本発明のさらなる展開として、いくつかの軸受け部材は、それぞれが動作可
能に連携した状態で駆動される。
【００１６】
　本発明の一つの形態として、上記遠心機台は、４個、６個、または８個の軸受け部材を
有する。一つの筐体を受容するのに２つの軸受け部材を備えることが好ましい。上記２つ
の軸受け部材は、直径方向に沿って遠心軸に対してお互い反対側に配置される。
【００１７】
　本発明の基礎となる概念は、「汎用的な遠心機台に、複数の異なるフィルタ筐体を受容
するための筐体台座を備える」とも言える。これにより、一つだけの星形分配器を固定の
高さに設置して使用することが可能となる。このような遠心機台は、特に製造品変更や機
材変更を手動或いは自動にて行うのに適している。本発明によれば、上記異なる筐体の保
持は、遠心機台上に水平に保持され、複数の異なる筐体保持部が設置された回転板により
実現される。本発明は、特に以下の利点を与え、或いは改善を達成することを可能とする
。
【００１８】
　本発明は、製造工程の自動化を実現するための遠心機台の技術的な課題を解決するため
のものであり、今のところ、上記技術的課題を解決するための唯一の方法である。
【００１９】
　本発明における遠心機台は、遠心機上で、完全自動配備、及び完全自動調整が可能であ
る。
【００２０】
　本発明における遠心機台は、小型化可能である。
【００２１】
　本発明における遠心機台は、既存既知の星形分配器を固定した高さに設置して使用する
ことが可能である。
【００２２】
　本発明の要旨は、上記筐体の下方に設置されている複数の垂直回転板上の変更可能な筐
体保持部の配置に関するものである。上記の回転板を回転させることにより、希望の筐体
保持部が配置される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に基づく遠心機台１の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、添付図面に示された限定されない実施形態例に基づいて、発明のさらに詳細な
説明を行う。
【００２５】
　図は、本発明に基づく遠心機台１の斜視図である。上記遠心機台は台座２からなり、こ
こでは円盤２の形状を有する。台座２は、その円面に垂直な遠心軸３を中心として回転さ
せることができるように、遠心機（図示せず）に保持されているか、または保持されるよ
うになっている。
【００２６】
　図示している実施形態において、４個の軸受け部材４、５、６、及び７が台座２上に配
置される。軸受け部材４と６、及び、軸受け部材５と７は、それぞれ軸受け対を形成する
。これらの軸受け対は、それぞれ、実質的に円筒状の筐体８及び９を保持する。これら筐
体８及び９は、それぞれ中空糸フィルタモジュールの筐体であり、鋳造形成を行うために
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上記保持が行われる。上記軸受部４及び６は、遠心軸３に対して各々反対側の位置になる
ように、直径方向に沿って配置される。上記軸受部５及び７も同様に、遠心軸３に対して
各々反対側の位置になるように、直径方向に沿って配置される。上記軸受け部材対（４、
６）と軸受け対（５、７）は、９０度回転させた状態で台座２の平面上に配置される。
【００２７】
　軸受け部材４、５、６、及び７は、それぞれ軸受け頭部１０を有する。この軸受け頭部
は、台座２に平行でかつ遠心軸３を横切る断面において、正方形の形状を有する。そのた
め、軸受け頭部１０は４つの側壁１１、１２、１３、及び１４を有する。各側壁は、その
縁部に凹部を有し、これが受け部構造１５として機能する。各側壁１１、１２、１３、及
び１４にそれぞれ形成された受け部構造１５の形状は各々異なっており、各々特定の種類
や形状の筐体を保持するために使用されるようになっている。例えば、側壁１１の受け部
構造１５は、外径Ｄ１の筐体を受容するために設計配置しても良い。また、側壁１２の受
け部構造１５は、外径Ｄ２の筐体を受容するために設計配置しても良い。また、側壁１３
の受け部構造１５は、外径Ｄ３の筐体を受容するために設計配置しても良い。また、側壁
１４の受け部構造１５は、外径Ｄ４の筐体を受容するために設計配置しても良い。
【００２８】
　本発明によると、軸受け部材４、５、６、及び７は各々の回転軸１５の周りに回転可能
である。各回転軸１５は遠心軸３に平行な方向に伸び、かつ対応する軸受け部材４、５、
６、及び７の中央位置を通るように設計される。説明を明確にするために、図上では軸受
け部材７の回転軸１５のみ例示している。なお本発明の範囲において、各軸受け部材４、
５、６、及び７の全体が、その回転軸１５の周りに回転できるようにしても良いし、また
、各軸受け頭部１０のみが回転可能に設計しても良い。
【００２９】
　上記のように軸受け部材４、５、６、及び７を回転することができるので、軸受け部材
対（４、６）あるいは、軸受け部材対（５、７）の軸受け頭部１０の側壁１１、１２、１
３、及び１４（これらは、それぞれ同一か、あるいはそれぞれ対応する形状である）を各
々、遠心軸に対して位置合わせすることができる。これにより４つの異なる受け部構造１
６が形成された４側面を有する一つの軸受け頭部１０は、２種類あるいは４種類の異なる
種類の筐体を遠心機台１上に保持することが可能である。保持することが可能な筐体種類
の個数は、これら筐体が１つの受け部構造１６により保持されるか、あるいは、（図示さ
れるように）２つの受け部構造１６により保持されるかによって決まる。
【００３０】
　軸受け部材５及び７は各々相対的に長い軸受けジャーナル１７及び１８により台座２に
保持されている。軸受け部材４及び６は各々相対的に短い軸受けジャーナルにより台座２
に保持されている。本例においては、図面上において、これらの短い軸受けジャーナルは
軸受け頭部１０の下に隠れており、図では見えていない。このように軸受けジャーナルの
長さを違えることにより、図で示すように、鋳造形成を行うために、筐体８及び９を遠心
軸３の方向に沿って上下に配置することができる。
【００３１】
　このように受容された筐体８及び９を軸方向に挟み込むために、遠心機台１は、さらに
架台１９及び２０を有する。これら架台１９及び２０は各々、対応する軸受け部材４、５
、６、及び７に対して、半径方向外側に配置され、対応する軸受け部材４、５、６、及び
７の長さに対応した長さを有する。鋳造材料を、筐体８及び９の両端に供給するために、
（星形）分配器２１が台座２に配置される。図において、上記の分配器は、鋳造材料を筐
体８及び９に配置した鋳造形成キャップ２３へ供給するための配管（図示しない）を有す
る。鋳造材料の供給は、保持ピン２２として設計された供給手段を介してなされる。
【符号の説明】
【００３２】
　１　遠心機台
　２　台，円盤
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　３　遠心軸
　４　軸受け部材
　５　軸受け部材
　６　軸受け部材
　７　軸受け部材
　８　筐体
　９　筐体
　１０　軸受け頭部
　１１　側壁
　１２　側壁
　１３　側壁
　１４　側壁
　１５　軸受けジャーナル，軸ピン
　１６　受け部構造
　１７　軸受けジャーナル，軸ピン
　１８　回転軸
　１９　架台
　２０　架台
　２１　星形分配器
　２２　保持ピン
　２３　鋳造形成キャップ

【図１】



(8) JP 6847637 B2 2021.3.24

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100197642
            弁理士　南瀬　透
(72)発明者  ファルク　ケストナー
            ドイツ連邦共和国　０１９００　ブレニヒ＝ハウスヴァルデ　アイヒェンウェーグ　１１

    審査官  川崎　良平

(56)参考文献  特開昭５９－１５０５０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０４－０３００２６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－３０７１９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５１－１０３０８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５３６０８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１３１７４６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｄ　　６１／００－７１／８２
              Ｂ２３Ｋ　　３７／００－３７／０８
              Ｂ２３Ｑ　　１６／００－１６／１２
              Ｂ２５Ｂ　　　１／００－１１／０２
              Ｃ０２Ｆ　　　１／４４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

